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人間環境大学研究倫理審査委員会規程 

 

（目的）  

第１条 この規程は、人間環境大学における人を対象とする研究（以下「研究」という）について、 「ヘ

ルシンキ宣言」および「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（文部科学省、

厚生労働省、経済産業省）」の趣旨に沿った倫理的配慮を図ることを目的とする。 

（委員会の設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、各学部・研究科に研究倫理審査委員会（以下「委員会」という）

を設置する。 

（審議事項） 

第３条 委員会の審議事項は、次のとおりとする。 

(1) 研究に関わる計画における倫理的配慮等の審査に関すること。 

(2) 研究における倫理のあり方に関する基本的事項に関すること。 

(3) その他研究倫理に関すること。 

（組織） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 教授会ならびに研究科委員会の構成員若干名。 

(2) 学外有識者を１名以上、委員として委嘱するものとする。 

２ 前項１号の委員は、学長が指名して委嘱し、同第２号の委員は、委員会の議を経て学長が委嘱

する。 

（任命） 

第５条 委員会に委員長を置き、学長が指名する。  

  ２ 委員会に副委員長を置くことができるものとし、学長が指名する。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員により補充された委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。 

（委員会） 

第７条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員長に事故ある時は、副委員長又は委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

３ 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことが

できる。 

（議事） 

第８条 委員会の招集は、あらかじめ議事を提示して行う。この場合、必要があれば、審査に必要な書

類を添付するものとする。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。 

３ 議事につき委員会に委任状を提出した者は、前項の出席者とみなす。 

４ 議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、前項と同様とする。 

５ 議決は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、これによりがたい場合は、出席
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者の３分の２以上の多数をもって決するものとする。 

６ 審査対象となる研究に関わる委員は、当該研究計画の審査および議決に加わることはできない。 

７ 委員会の議事については、議事録を作成し、保存するものとする。 

８ 委員会は原則として非公開とし、委員は職務上知り得た情報を正当な理由なく他人に漏らして

はならない。職を退いた後も同様とする。 

（審査の申請及び審査手続き等） 

第９条 審査を申請する者（以下「申請者」という。）は、研究倫理審査申請書（様式第１号）ととも

に必要な書類を学長に提出しなければならない。 

２ 学長は、前項の申請書等を受理したときは、当該申請の審査を適切に行うことができると判断

する委員会の委員長に審査を付託するものとする。 

３ 委員長は、学長から審査の付託を受けた時は、当該申請を速やかに委員会の審査に付すものと

する。 

４ 委員会は、第１条の趣旨に沿って審査し、判定を行う。 

５ 審査する研究計画ごとに、委員会で選出された２名以上の審査委員が審査を行い、その結果を

委員会に報告する（様式第２号）。 

６ 委員会が必要と認めた場合は、申請者又は第三者の出席を求め、申請の内容についての説明又

は意見を聴くことができる。 

７ 委員長は、委員会における研究計画審査の結果を申請者に通知する（様式第３号）。 

８ 委員長は、委員会における審査の結果について、速やかに学長に報告するものとする。 

９ 学長は、委員長の報告を受けた時は、速やかに申請者に通知するものとする(様式第４号)。 

10 前項の決定において、不承認となった場合又は審査を必要としないと認めた場合は、本条第７

項に規定する通知をもって、学長による通知に代えることができるものとする。 

11 審査に関することは、別に定める。 

第10条 申請者は、承認された研究計画等を変更しようとする場合は、前条第１項から第11項の規定に

より改めて変更箇所を明示した研究計画書等を委員長に提出し、学長の承認を求めなければなら

ない。 

（異議申し立て） 

第11条 申請者は、審査の結果に異議のある時は、異議申立書（様式第５号）を添えて委員長に再審査

を求めることができる。 

２ 委員長は、再審査終了後速やかに、その審議内容を異議申立てに対する指針書（様式第６号）

により申請者に通知しなければならない。 

（研究実施状況報告） 

第12条 委員会は、委員長を通じて、申請者に研究の実施状況について報告を求めることができる。 

２ 申請者は、研究を中止しようとするとき、又は研究計画を変更しようとする場合でその変更の

内容が軽微なものであるときは、書面（様式第７号）により委員長を通じ委員会に報告しなけれ

ばならない。 

（是正措置） 

第13条 申請者は、研究対象者に危険や不利益が生じた場合は、書面（様式第７号） により速やかに委
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員長を通じ委員会に報告しなければならない。 

２ 委員会は、前項の報告に基づいて審議し、当該研究の変更、中止その他必要な事項について意

見を述べることができる。 

３ 委員長は、委員会の意見を尊重し、当該研究の変更、中止その他必要な事項を決定する。 

４ 申請者は、前項の決定に従わなければならない。 

（公表） 

第14条 委員会は、第８条第７項の記録のうち、議事要旨を公表することができる。ただし、研究対象

者の人権、研究の独創性又は知的財産権の保護のため、非公開とすることが必要な部分について

は、この限りではない。 

（委員会の事務） 

第15条  委員会の事務は、各キャンパス事務部の総務課により行う。 

（規程の改廃） 

第16条 この規程の改廃は、運営会議の議を経て、学長が決定する。 

（その他） 

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は別に定める。 

 

附則 この規程は、平成26年5月21日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成27年4月1日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成27年9月9日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成28年1月8日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成28年8月31日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成29年4月1日から施行する。 

附則 この規程（改正）は、平成29年4月1日から施行する。（平成29年5月24日改正） 

附則 この規程（改正）は、令和3年11月24日から施行する。 

 


